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種苗法施行規則の一部を改正する省令、種苗法第二条第七項及び 

種苗法施行規則第五条第二項の規定に基づく重要な形質を定める 

件の一部を改正する件の施行について（周知） 

 

 

今般、農林水産省から、標題の件について周知依頼がありましたので添付

のとおりお知らせいたします。 

本件については、日行連会員サイトにて周知いたしますが、各単位会にお

かれましては、会員への周知につきご協力くださいますようお願いいたしま

す。 

 

【添付】 

・種苗法施行規則の一部を改正する省令、種苗法第二条第七項及び種苗法施

行規則第五条第二項の規定に基づく重要な形質を定める件の一部を改正す

る件の施行について（令和 8 年 3 月 26 日付・7 輪国第 5010 号） 

・官報（令和 8 年 3 月 23 日付・号外第 61 号）目次 

・官報（令和 8 年 3 月 23 日付・号外第 61 号）農林水産省令第 16 号 

・官報（令和 8 年 3 月 23 日付・号外第 61 号）農林水産省告示第 421 号 


